
指定障害福祉サービス等事業者の組織変更に対する指定の取扱い
平成30年5月10日

障害福祉課福祉サービス事業担当

組織変更の類型とイメージ 左の取扱い

４ 新設分割 物的分割の場合

３ 吸収分割 物的分割（分割会社に株式が交付される）の場合

２ 吸収合併

１ 新設合併

A法人（指定事業者）

C法人

A法人 A’法人

B法人

B法人（指定事業者）

A法人（指定事業者） A’法人

B法人 B’法人

A法人（指定事業者） A’法人

B法人

５ 営業譲渡

A法人（指定事業者） A’法人

B法人 B’法人

対価

分割

分割

株式交付

株式交付

・組織法上の取り扱い
・総ての権利・義務が包括的に移転する。
・新設合併の場合、合併後の法人（C）は
新設、旧会社（A,B）は解散
・吸収合併の場合、吸収される法人（B）は
解散

・組織法上の取り扱い
・負債・契約の移転に当たり、相手方の同意
不要（包括的承継）
※実務上は債権者同意は必要

・商取引上の取り扱い
・権利・義務・財産等が各別に移転する。
一部の除外も可
・負債・契約の移転に当たり、相手の同意が
必要（個別承継）

※組織変更は、３者以上が当事者となる場合もある。

【指定の取扱い】
・権利・義務は承継されるが、指定処分は
承継されないと考えられることから、
解散法人は廃止届が必要、
新設合併のC法人、吸収合併のA’法人は
新規指定申請が必要

営業譲渡

合併

合併

【指定の取扱い】
・権利・義務は承継されるが、指定処分は
承継されないと考えられることから、
A法人は廃止届が必要、
吸収分割のB’法人、新設分割のB法人は
新規指定申請が必要

【指定の取扱い】
・権利・義務は承継されるが、指定処分は
承継されないと考えられることから、
A法人は廃止届が必要、
B’法人は新規指定申請が必要

【廃止届】

【新規指定】

【廃止届】

【新規指定】

【廃止届】

【新規指定】

【廃止届】

【新規指定】

【廃止届】

【新規指定】


